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－ ボゴール・ロンボク・ スラバヤにおける調 査をもとに ー

研 究 の背 景 と 目的

インドネシア共和国（以下、「インドネ シ

ア」とする）では、匚国家社会保障制度に関

する2004 年 法律 第40 号(Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional 」が2004 年１月に

国民議会に提出され、2005 年 ９月に可決され

た。法には、全国民を対象とした医療保障、

労働災害補償、老齢保障、年金保障、死亡保

障の提供の実現が謳われている。保険料は、

本人、使用者、政府の３者が負担し、貧困者

や所得のない者に対しても、政府が拠出義務

を負うこととなっている。

現在、インドネシアでは、全国民を対象と

した社会保障制度は整備されておらず、我が

国のような国民皆保険制度とはなっていない。

インドネシアの医療保障は、1968 年開始の公

務員健康保険（ＡＳＫＥＳ : Asuransi Kesehatan

Pegawai Negeri) 、軍人社会保険（ＡＳＡＢＲＩ:

Asuransi　Sosial　Angkatan　Bersenjata

Republik Indonesia) 、1992 年開始の労働者

社会保障(JAMSOSTEK : Jaminan Sosial

Tenaga Kerja) 、2008 年開始の貧困者向けの

医療保障(JAMKESMAS : Jaminan Kesehatan

Masyarakat) で構成さ れている。 そこでカ

バーされる者は全国民の約半数であり、その
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他の者は、個人で民間保険に加入するか、貧

困者としての証明を受けない限り、医療費は

全額自己負担となる。全国民へのカバー率が

課題となる中、先述した法律に基づき、2014

年から、社会保険方式により 匚全国民に対す

る医療保障(Universal coverage : 以下ＵＣ）」

を達成することが目指されている。

一方、我が国は、1927 年から30年余りをか

けて、公的医療保険を段階的に広げ、1961年

には国民皆保険が達成されている。高齢化に

伴う医療費の高騰等、さまざまな課題はあり

ながらも、その国際的な評価は高く、アジア

諸国からも注目されている。

国際協力機構（以下、「JICA 」とする）で

は、2010 年度から、社会保障分野における囗

本の協力の可能性について検討するために、

関連する省庁や機関のキーパーソンに対して、

日本の経験等について情報提供するとともに、

インドネシア側の問題関心や日本の協力に対

するニーズを明らかにすることを始めている。

筆者は、JICA の社会保障調査団の一人と

して、2012年２月14 日～３月13 日の１ヶ月間、

インドネシアに派遣され、2014 年のＵＣの実

現に向けた準備状況について調査を行う機会

を得た。インドネシアの保健医療に関する情

報は少なく、なかでも各地方自治体の保健医

療サービスの実施状況については、 日本への
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紹介はもちろん、インドネシア国内であって

も調査やその結果の公表がほとんどなされて

いない。そこで、筆者の調査は、大都市、大

都市近郊、農村部での医療保障の現状につい

て、制度的側面と保健医療サービス提供の側

面、さらには、村人の生活や保健医療に対す

る意識、地域の相互扶助に視点を置いて実施

することとした。

本稿では、その中で、各地方自治体におけ

る制度の実施状況と保健医療サービス提供の

現状を明らかにし、2014 年のＵＣの実現に向

けた課題を述べることとする。

研究方法を示す前にインドネシアの特徴を

簡単に述べる。 国土は日本の約 ５倍の189 万

kn4であり、約18,000 もの島々からなる世界有

数の島嶼国家である。人口は約２億3,800万

人（世界第４位）で、国語はインドネシア語、

人口の約９割がイスラム教徒であるが、各地

域に多様な言語、宗教、文化、習慣が混在し

ている。

調査対象地域

ボゴール市、西ロンボク県、東ロンボク県、

スラバヤ市とした。これらの地域を選定した

理由は、首都ジャカルタの近郊であるボゴー

ル市、農村部であるロンボク県、ジャカルタ

に次ぐ大都市であるスラバヤ市で調査を実施

することにより、地方における医療保障の特

徴が明らかになるのではないかと考えたから

である几

調査対象者と方法

制度の実施者としての行政（保健局等）担

当者へのインタビュー、保健医療サービス提供

機関としての病院（公立・私立）・Puskesmas

(Pusat  Kesehatan Masyarakat) の視察と担

当者へのインタビューを実施した。 Puskesmas

とは、「保健所」であるが、日本のそれとは

特徴を異にしている（詳細は結果参照）。

調査内容は、行政担当者に対しては、貧困

者に対する医療保障の実施状況、対象者の把

握方法、貧困者に対する医療の内容、2014 年

のＵＣの実現に向けた準備状況や意見等とし

た。 病院、Puskesmas に対しては、 提供し

ているサービス概要と特徴、2014 年のＵＣの

実現に向けての準備状況や意見等とした。

半構造化インタビューとし、時間は調査先

１ケ所につき、２時間～４時間であった。イ

ンタビュアーは筆者が（インドネシア人の通

訳を介して）１人で行い、インタビュイーは、

調査先により２名～５名であった。

Table l　調査対象地域の特徴

調査地 特 徴

ｽﾌﾞ

牛

西ジャワ州の都市

ジャカルタからから南へ約60Km

高原の避暑地で降水量が多く｢雨の町｣と言われる

人口:約95万人(68杠 各村に6～7集落)

面積:21.56k㎡

FMskesmas:24ヶ所
県立刑院:1ヶ所

民問郷完:9ヶ所

Ｘ

西ヌサ･ﾄｳﾝｶﾞﾗ州の島(州都はマタラム市)

バリ島から約50Km 東　 農村部

約９割が劍士民ササッ人

人口:約280万人

面積:4,725k㎡(島の面積)

西ロンボク県 東ロンボク県

人口:599,986人

(10郡､88村､nO 集落)

Puskesmas:16ヶ所

県立屏完:1ヶ所

人口:約120万人
(20郡､253柿

Fjskcsmas:29ヶ所

県立痢院:1ヶ所

民間宿院:1ヶ所
政策目標｢全住民が健康サービス

を受けられるようにする｣

ズ

東ジャワ州の州都

インドネシア第２の商業都市

人口:約300万人(31郡､160村､1,045集落)

面韻:326.37km

Puskesmas:58ヶ所

州立病院:5ヶ所

巾立り嵶完:2ヶ所
民間病院:50ヶ所

市の最優先開発計画｢健康プログラムの向上｣
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調査期間

2012年２月16日～３月6囗までであった。

倫理的配慮

インタビュー対象者（局長、病院長等の機

関の代表を含む）に調査目的を文書（インド

ネシア語）及び口頭で説明し協力を得るとと

もに、国内外における論文等の発表時には、

自治体、機関の名称、インタビュー協力者の

具体的な職名を出すことについて口頭で了解

を得た。

結 果

１．行政担当者へのインタビュー

1-1. 貧困者に対する医療保障の実施状況

中央政府の財源により貧困者に対する医療

保障を行うJAMKESMAS  (西ロンボクでは

JAMKESMAS ＰＵＳＡＴと呼ばれている）が

あり、全国で約7,640万人が保障されている。

保健省は、JAMKESMAS の予算について、

１人１ヶ月当たりの医療費として6,000ルピ

ア を見込 み、総額4.6兆ルピア2）の予算を確

保している。

JAMKESMAS の対象 者には、 保健省 が

JAMKESMAS カードを発行している。医療

機関を利用する際には、カードと身分証明書

を窓口に提示することで、無料で医療を受け

ることができる。　カード は保健省からPT.

ASKES3) を経由し、各村長に渡る。 その後、

集落長、区長等を介して村人の手に渡る。カー

ドに記載されている内容は、カード番号、名

前、性別、生まれ年、住所、居住区域のコー

ド番号、カードの有効期限である。尚、有効

期限は、 中央統計局 （ＢＰＳ : Badan Pusat

Statistik) が貧困者調査 Ｏ 年 に１回）を
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行い、データの更新がなされた時までとなっ

ている4)。

JAMKESMAS でカバーされていない貧困

者を対象として、調査対象地すべてにおいて、

地方政府の財源による医療保障がなされてい

た。貧困者の数は常に変化しており、これま

で貧困でなかった者も、燃料費の高騰、事故

や重病による入院、失業等の理由で、急に貧

困に陥ることもあるため、地方政府独自で保

障する制度を設けている。

Table 2　貧困者向け医療保障の対象者数

中央砌郊こよ刎紺縦 地方皴府によ引眉京

ﾀﾌ゙ﾞ
ル

JAMKF.SMAS

173,968人

(人口比:18.3%)

JAMKFSDA( 市政府)約24万人(人口比:25%)

村長がSKTVIを発行

万

JAMKESM/へS

IPUSAT
311,972人

(人口比:52%)

ふAMKESMAS NTB
(朴卜O％･県50％)

56,336人

(人口比:9.4%)

JAV1KESDA(鼎座府)
イスラム教の指導者､カデ

ル､公務員ではない十十貶場

の職員､集落長等

4,4:付人(人口比:0.7%)

その他､貧|木匿に対し村長

がSKTM を発行

牛

県

JAMKESMAS

511,650人

(人口比:43％)

JAMKESMAS  XTB

(州50％･県50%)

71,368人
(人口比:6％)

BANSOS(社会扶助)

(県政府)

村長がSKTM を発行

ズ

JAMKESM/へS

362,980人
(人口比:12%)

JAMKESDA
(州50％･市50％)

約４万人

(人口比:卜 ％)

JAY1KESMAS NON

IKUOTA
(市政府)

村長がSKTM を発行

(１) ボゴール市　市政府が医療費を負担す

るJAMKESDA  (Jaminan Kesehatan Daerah)

を実施している。ボゴール市のJAMKESDA

にはカードがなく气 医療費の支払い能力が

ないことを証明するために、村長がSKTM

(Surat Keterangan Tidak Mampu)6) を発

行する。 SKTM の有効期限は１ヶ月である。

病院の窓口でSKTM と身分証明書を出すと、

市政府の財源により、医療費が無料になる。
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（２）西ロンボク県・東ロンボク県

州 政 府 と 県 政 府 で50 ％ ず つ 負 担 す る

JAMKESMAS NTB （西ロンボク県では１

人１ヶ月当たりの医療費3,000ルピア、 束口

ンボク県では6,000ルピアで予算を組んでい

る）を実施している。また、病気や失業等で

急に貧困状態になった者に対して、西ロンボ

ク県ではJAMKESDA として、 東ロンボク

県ではBANSOS  (Bantuan Sosial : 社会扶

助）として、村長がSKTM を発行している。

また、 西ロンボク県のJAMKESDA では、

貧困者以外に、イスラム教の指導者、カデル

(Kader) 、公務員ではない村役場の職員、集

落長等を対象（本人のみで家族は対象外）に、

県政府の財源で保障している。尚、カデルと

は、 保健ボラ ンティアとして、Puskesmas

による母子や高齢者対象の地域保健活動の手

伝いをしている者たちを指す。

（３） スラバヤ市　州政府と市政府で50％ず

つ負担するJAMKESDA を実 施している。

また、病気や失業等で急に貧困状態になった

者に対して、「JAMKESMAS NON ＫＵＯＴＡ」

と し て 村 長 がSKTM を 発 行 して い る。

SKTM の有効期限は ６ヶ月と市 の規則で決

められている。

1-2. 対象者の把握方法

現在のJAMKESMAS の対象者は、中央統

計局 が2008 年に実 施し た貧困 調査 の基準

(Table 3 ）に基づき決定している。

中央統計局は、各地方に事務所を持ってい

る。調査の実施は、各地方の統計局職員や研

修を受けた者（集落長やカデル、学歴の高い

者等）が直接各家庭を訪問し、生活状況の調

査を実施後、調査票に記入する。カデル等の

Table3　中央統計局による貧困の基準

(Kriteria MISKIN BPS, 2008)

貧囲周査の項凵 基 準

1.世帯の１人当たりの床面積 ＜8㎡

2.家の床の種類 土/ 板/ 質の低い材質

3.家の壁の種類 竹､質の低い板

4.便所(ﾄｲﾚ) ない

5.飲料水源 清湊ヤない水

6.使われる照明 電気ではない

7.使われる燃料 木材/ 木炭

8.1日の食事回数 ２回以下

9.1週間に肉／鶏肉ノミルクを買う能力 持っていない

10.家族のために洋服を買う能力 持つていない

11. F柚skesmas/病院に医療費を払う能力 持つていない

12､世帯主の職業 小規模農家､漁師､農園労働者

13.世帯主の学歴 学院にi二勁ヽなかった／
片 牧を卒業しなかった

14.剿氏50万ルピアの財産の所有 ない

村人に近い者が調査を実施することから、調

査票への記入時に名前を 匚通称」で書いてし

まうことや、綴りを誤って記入してしまうこ

ともあり、JAMKESMAS カードと身分証明

書の名前が異なっているという問題も生じて

いる。データは村長のところに集められ、保

健局に報告される（保健局以外の部署 も情報

を共有する）。

JAMKESMAS の対象人数の枠は、その地

域に住む貧困者の数によって決まっており、

貧困者のデータは３年に１［可更新されること

になっている。

（１）ボゴール市　 中央統計局が行っている

貧困調査の項目に、収入や家族の健康状態等

に関する項目を加えて、毎年調査している。

市独自の項目は、匚家族の健康状態」「病気の

種類と期間」「病気になった時の対応（病院

に行くのか、DUKUN" の治療を受けるのか

等）と支払う治療費」匚薬代の支払い（自費

か、 民 間・公 的保険 か等）」 匚これまでに

SKTM をもらったことがあるか」「世帯主 の

主な仕事からの収入は月に600,000 ルピア以

上か、以下か」「喫煙者がいるか」等である。

中央統計局の調査項目に市独自の調査項目を
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加えた基準に当てはまる貧困者について、

JAMKESDA として保障している。

（２）西ロンボク県・東ロンボク県　中央統

計局の貧困調査の項目を使っている。

西ロンボク県では、JAMKESMAS カード

と身分証明書の名前が合わないという事例が

あった。　また、 保健局では、JAMKESDA

の対象者8）にSKTM を発行する際に、その取

扱い方を統一するように（本当に医療費の支

払い能力がないという貧困状態の者だけに証

明書を出すように）村長に指示している。し

かし実際には、推薦者である集落長、証明を

発行する村長の 匚裁量」によるところがある

という。

東ロンボク県では、中央統計局が行ってい

る貧困調査の項目に加え、「子どもを学校に

通わせる経済的能力がない」匚定期的な収入

がない」匚解雇された」等の基準があった。

（３）スラバヤ市　貧困者数を正確に把握す

るために、 コミュニティ・エンパワメント局

（ＢＡＰＥＭＡＳ　:　Badan　　Pemberdayaan

Masyarakat)  9)と協力し調査を実施し、2008

年の調査では、スラバヤ市内の貧困者は60万

6,238人いるという結果が出た。 スラバヤ市

の貧困調査の項目は、教育、健康、居住環境、

社会文化、経済に関するものかおり、全部で

31項目からなっている。中央統計局が行って

いる貧困調査の項目に加え、教育関連では

匚夫／妻の教育」匚学齢児童がいるか」匚読み

書きの能力はどうか」、健康関連では 匚魚／

肉／卵を食べる頻度」「慢性的な病気の有無」

「身体障害の有無」、居住環境関連では「家の

通気」、社会文化関連では「社会における役

割」、経済関連では 匚収入（月に900,000 ルピ
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ア以下か）」匚総支出額」匚食費の支出」等が

1-3. JAMKESMAS･JAMKESDA の医療の内容

貧困者対象の医療保障で自己負担が無料で

あっても、医療行為は一般患者11）と変わらな

い。ただし、薬は貧困者用の薬（ジェネリッ

ク医薬品）を処方される。また、入院する場

合 は、 病院では 「 ３級 室」 に入 院する。

Puskesmas と公立病院は貧困患者 の受け入

れ義務があるが、民間病院については、貧困

患者の受け入れの契約を保健局と結んでいる

病院を利用することになる。

地方政府の財源による貧困者対象の医療保

障では、Puskesmas の基本診察料、病院の

基本診察料の負担については、調査対象地ご

とに違いがあった。基本診察料は、外来で通

院するごとに窓口で負担する費用であり、

Puskesmas の場合は、 この中に、医師によ

る問診、薬代、紹介状交付の代金が含まれる。

（１）ボゴール市　JAMKESMAS ・ JAM

ＫＥＳＤＡ患者のPuskesmas の基本診察料、病

院の基本診察料、外来及び入院医療費のすべ

てが無料となる。一般患者は、Puskesmas

を利用するたびに、窓口で基本診察料3,000

ルピアを負担し、さらに検査費用や治療費等、

かかった費用を全額負担する。

JAMKESMAS ・ ＪＡＭＫＥＳＤＡ患者の受け入

れは、保健局が市内の民間病院（９ヶ所）と

契約をしている。

（２）西ロンボク県　JAMKESMAS PUSAT

及 びJAMKESMAS ＮＴＢ患者 の自己負 担

は、病院の外来・入院ともに無料である。

ＪＡＭＫＥＳＤＡ患者 は、Puskesmas で基本診

察料5,000ルピア、病院では基本診察料7,000
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ルピアを通院する毎に自己負担するが、その

他、検査や治療にかかる費用（外来・入院）

は無料となる。

JAMKESMAS ＰＵＳＡＴ/ＮＴＢ･JAMKESDA

患者の受け入れは、Puskesmas と県立病院

け ヶ所）のみである。

（ ３） 東ロンボク県　Puskesmas では、貧

困であるか否かにかかわらず、東ロンボク県

に住民登録をしている者は基本診察料、外来

での検査・治療費が無料となる（入院の場合、

一般患者は有料）。貧困者は、病院の基本診

察料、外来・入院医療費もすべて無料となる。

一般患者は病院の基本診察料10,000 ルピアを

通院ごとに負担し、検査や外来・入院医療費

も全額自己負担する。

JAMKESMAS ・ JAMKESMAS ＮＴＢ、

ＢＡＮＳＯＳ患者の受け入 れは、Puskesmas と

県立病院（１ヶ所）のみである。 ただし、

Puskesmas では、 一般患者であ っても入院

費以 外 は無 料 であ る た め、 実 際に は、

ＢＡＮＳＯＳ（社会扶助）対象患者は、県立病

院にかかって入院する際にSKTM を発行さ

れることになる。

（ ４） スラバヤ市　Puskesmas では、貧困

であるか否かにかかわらず、 スラバヤ市に住

民登録している者は基本診察料が無料となる

（一般患者は、検査費用、外来・入院費用に

ついては負担）。貧困者は、 その他、医療費

のすべてが無料となる。

JAMKESMAS ・ JAMKESDA 患者の受け

入れは、保健局が民間病院20と契約している。

1-4. 出産費用の保障

中央政府は、2011 年５月から、貧困である

か否かにかかわらず、全妊婦を対象とした出

産 費 用 の保 障 （ＪＡＭＰＥＲＳＡＬ : Jaminan

Persalinan) を開始した。　目的は、DUKUN

（助 産 師 資 格 のな い お 産 婆） で はな く、

Puskesmas や病院等、清潔なところで出産

するようにさせること、出産時の母子の死亡

率を下げるためである。費用は中央政府が負

担している。

JAMPERSAL 導入前は、一般患者の出産

は有料であり、正常分娩は350,000 ルピア、

異常分娩は500,000ルピアであった。

出産費用の保障がなされるのは、Puskes

ｍａsの他、ＪＡＭＰＥＲＳＡＬに協力している病

院、開業医、開業助産所である。

1-5. 2014 年のＵＣの実現に向けての準備状況

や意見

（１）ボゴール市保健局　 市内の全住民に対

して、保険等でカバーされている人数とそう

でない人数を調査する。貧困者以外のデータ

収集については、中央政府から、そのデータ

の収集方法の指示が出るのではないか。 2014

年のＵＣの実現については、保険料の徴収を

どこがやるのか等、具体的な情報は保健局に

入ってきていない。

（２）西ロンボク県保健局　2010 年に医療保

険に関するアンヶ一卜を実施した（対象：カ

デルや集落長等の村人250 名）。「保険料を毎

月いくらだったら支払うか？」の質問に対し

ては、匚3,000ルピア」と記入した者が多かっ

た。 煙草（1箱10,000 ルピア）を買え るのだ

から、もっと支払えるのではないかと思う。

また、「どこに保険料を納めるか？」 という

質問に対しては、電気国営会社、協同組合、

銀行等、「ｲ言用できる機関」という回答が多

かった。
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（３）西ロンボクBAPPEDA

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

地方開発企画庁）　2014 年のＵＣの実現は中

央政府と地方政府の協力がなければ実現は難

しく、実際には５年後くらいになるのではな

いか。個人の収入により、どのくらいの保険

料を負担することになるのか、保険省や財務

省で検討しなければならないだろう。今のイ

ンドネシアの状況を考えると、住民データの

収集・更新の段階から、日本の協力を得たい。

（筆者が日本の国民皆保険制度に関する情報

を提供すると）日本の行政担当者による保険

料徴収等の技術的な話を聞きたい。日本の国

民皆保険の綛験をインドネシアの制度設計に

生かすべく協力を得たい。

（４）東ロンボク県保健局　 出産費用の保障

でも、３級室の利用で全妊婦がカバーされる

制度ができているため、2014 年のＵＣも、 特

に問題なく実現できると思う。

（５）スラバヤ市BAPPEKO

(Badan　Perencanaan　dan　Pembangunan

Kota Surabaya : スラバヤ市開発企画庁）

2014年にＵＣが実現できれば、地方政府が

負担する費用が少なくなると思うので、あり

かたい。市立病院のサービスの向上が課題で

ある。今まで医療保険でカバーされていなかっ

た人たちが今後保険料をどのくらい負担し、

どこが集めるのか等、まだ中央政府から具体

的な情報が入っていない。貧困者医療の診療

報酬の設定について各病院から意見があると

思うので、ぜひそれを課題として中央政府に

報告してほしい（社会福祉部長）。

今まで医療保険でカバーされていなかった

人は、税金で中央政府から保障されるのでは
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ないか。インドネシアはお金があるので、実

現可能だ（社会福祉部職員）。

保険料の負担割合に応じて入院室料の自己

負担をする等、すべてが保障されるわけでは

ないのではないか（保健局健康保障課長）。

２．病院担当者（医師）へのインタビュー

2-1. 病院における医療サービス提供の現状

インドネシアの病院は、病床数と診療科の

種類により、Ａ～Ｄクラスに分けられるが、

調査先の病院はＢ及びＣクラスの病院であっ

た。　Ｃ クラスの病院 は、 最低４つの診療科

（内科、小児科、産婦人科、手術）を持って

いることが条件であり、Ｂクラスはその他に

も専門の診療科を持っている。Ｂクラスの病

院で対応できない場合は、より高度な医療サー

ビスを提供できるＡクラスの病院に紹介され

ることになる几

貧困患者の受け入れは、公立病院は義務で

あるが、民間病院は貧困患者受け入れ協力病

院として保健局と契約している病院のみが受

け入れることになっている几

調査先の病院では、月曜～金曜日の７時半

～16 時（金曜日のみ15時半）までの診察と、

24時間体制での救急受付及び対応を行ってい

た。入院用のベッドとして、貧困患者用の３

級室、 それよりも療養環境の良い ２級室・１

級室、重篤な機能不全の患者に対する集中治

療室（ＩＣＵ）が設けられていた。その他、検

査室、試験室、麻酔室、レントゲン室等の専

門医療サービスを支える設備があった。入院

室のナースコールは１級室以上にしか設けら

れておらず、他の入院室では、付き添いの家

族等が看護師を呼びに行くという対応がなさ

れていた。
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貧 困 患 者 の場 合 は、JAMKESMAS ・

JAMKESDA カードやSKTM 等、貧困である

ことの証明とPuskesmas からの紹介状、身分

証明書（あるいは住民票）を窓口に提示する。

尚、緊急の場合、紹介状はなくてもよく14）、

SKTM は24時 間以 内（遠方の場合 は48時間

以内）に家族・親族等が代理で村長から証明

をもらい、持参すればよいことになっている。

診療報酬 は、貧困者の場合は全国一律の

INA CBGs (Indonesia Case Based Groups)

という貧困者用の医療費請求システムを使用

している。病気や症状ごとに標準化された診

療行為と値段をパッケージ化した包括払い制

度で、保健省が決めている。病院内に、中央

政府から派遣された検証員 ３人と病院が採用

している検証員（院内検証員）が２人おり、

検査・治療内容、処方箋等、正しい請求が行

われているかを確認する。 JAMKESMAS の

場合は、院内の検証員と中央政府の検証員の

ダブルチェックを経る。 ＪＡＭＫＥＳＤＡやそ

の他貧困者の医療の場合は、院内の検証員の

チェックのみが行われる。

一般患者の場合は、地方政府の規則で決め

られた診療報酬（公立病院戸）、 あるいは、

病院が決めた診療報酬（民間病院）により、

出来高払いとなっている。そのため、病院の

収入は、貧困者を受け入れるよりも、一般患

者を多く受け入れた方が多くなる仕組みになっ

ている。

（１）インドネシア赤十字病院

（ＲＳ PMI Kota Bogor) インドネシアで唯

一の赤十字病院であり、ボゴール市の中核病

院として機能している。日本の赤十字病院か

ら、設備等の支援 もある。民間病院であるた

め、貧困患者の受け入れは義務ではないが、

ボゴール市長より、匚貧困患者を積極的に受

け入れるように」という指示があったことと、

貧困患者を受け入れない病院は、各種メディ

アで悪く紹介されてしまい、イメージや評判

が悪くなってしまうので、受け入れるように

しているとのことであった。

Table 4　インドネシア赤十字病院の概要

設立年 1931年

診療科 内科､産婦人科､小児f東整形外科､泌尿器科､腫斑外科、

皮膚･性病､循環器科､呼吸器科、口腔夕伊畔

ペット数とｸﾗｽ 262床(うち3級室118床)、Ｂｸﾗｽ

医師数 一般医(8)、力門医(42)

貧困生者の割合 贈者の６割
人工透析患則ベッド29床の利用癩よ､９割が貧困息者

３級室は、主に貧困患者が利用する。　１室

８床が基本であり、トイレ・洗面台が各病室

２個ずつついている。一般患者が３級室に入

院する場合、 １囗につき60,000 ルピア（食費

込）を負担する。貧困患者の自己負担は無料

である。

２級室に一般患者が入院する場合、１日に

つき200,000 ルピア（食費込）を負担する。

尚、1級室は、個室になっている。

（ ２） 西ロンボク県 立病院 （RSUD Patut

Patuh Patju) 西ロンボク県唯一の病院であ

る。 Puskesmas から紹介された患者はこの病

院に行くことが多いが、州都マタラム市にあ

る州立病院に行く患者もいる。

JAMKESMAS,  JAMKESMAS ＮＴＢ の

患者の自己負担は、基本診察料、外来・入院

Table 5　西ロンボク県立病院の概要

設立 20(〕5年

診療科 内科､産婦人科､小児科､循環器科､呼吸器科､歯科等

ﾍﾟｯﾄ数とクラス 110床(1室６床の３級室が８前 、(1室２床の２級室

が８宰ある)

Ｃｸﾗｽ
１日外来鬯者数 50人

平均佃浣日数 ４目間（ ﾄ痢゙､結核､呼吸器系､腎不全､チフス患者が多

い）

貧困患者の割合 患者の７割



安留：インドネシアの医療保障制度の現状と課題

医療 費のすべてが無料だが、JAMKESDA

は外来のみ無料ではない（一般患者同様に、

基本診察料5,000～10,000 ルピアを毎回支 払

う）。

（３）スジョノ東ロンボク県立病院（ＲＳＵＤ

Dr. R. Soejono Selong) 県 内で唯一 の貧困

者の受け入れ病院である（民間病院が１ヶ所

あるが、そこは、貧困者の受け入れの契約を

結んでいない）。

年齢や生年月日を覚えていない患者がいた

り、JAMKESMAS カードと身分証明書の記

載内容（特に名前）が異なっていたりして、

中央政府の検証員のチェック後に病院の会計

に差し戻され、貧困者の医療費を中央政府に

請求できずに、病院の持ち出しになってしま

うこともある。

Table 6　スジョノ東ロンボク県立病院の概要

診療科 内科､小児科､産婦人科､眼科､一般手術､歯科､栄養

相談､理学療法等

ペット数とクラス 250床(3級室が207床､２級室が22床､１級室が４床、

さらにⅥPの入鴎率が17床ある)

Ｃｸﾗｽ

スタッフ う 殳医(30)、懈9医(7)､看護師(186)、助擲if (28)等

い 外夾患者数 約300人

平均ぢ 完日数 3～4日

貧困患者の害恰 外交鬯者の３割
入院眥者の７割

（４）アルイルシャッド病院(Rumah Sakit

Al-lrsyad) スラバヤ市の民間病院である。

「他の人が助けることのできない人を助ける」

ことを病院の理念として設立された。市内の

民間病院の中で、初めて、JAMKESMAS プ

ログラムに参加した。参加理由は、社会サー

ビスを最優先に考えて医療サービスの提供を

しているからである。

１年間に約40 億ルピアの寄付が集まる。一

般患者であっても、医療費を支払えない者が

いた場合、寄付金から医療費を出したことも

あった。口蓋裂の子どもの手術には１人当た

65

り600万～700万ルピアかかるが、寄付から捻

出し、自己負担を無料にしている。

待合室は貧困患者と一般患者、ASKES 患

者等を差別しておらず、皆、同じである。入

院と人工透析療法は、JAMKESMAS 患者が

多い。他の病院では、人工透析療法の貧困患

者を受け付けると採算が取れないので、受け

付けない病院もあり、当病院に回されてくる

患者もいる。

保健省が定 めているINA ＣＢＧｓでは、 病

院のクラスにより、同じ医療行為でも報酬が

異なる几 例えば、人工透析（１回）では次

のようになっている。

Ａクラスの病院:1,000,000 ルピア

Ｂクラスの病院:　610,000 ルピア

Ｃクラスの病院:　520,000 ルピア

（ＡクラスとＣクラスでは、同じ医療行為を

行っても、倍くらいの開きがある）

Table 7　アルイルシャッド病院の概要

設立 1978午-
診療有に 物数 専門診療科が20科あり、スポーツ選手等の整形手術､乳児

のケア、口蓋裂の子どもの手術を得意としている

ベッド数とクラス 114床､Ｃｸﾗｽ
医師数 ･般医(15)、専門医(60)
１日外来由居敷 300～400人特技(呼吸器系疾患､胃腸炎､下痢が多い)

平均在院日数 ４日間(子どもの患者は外来と硝擢)疾患が多《、成人は糖

尿病､腎癩病､チフス等が多い)
貧困加者の割合 人口動斤の患者の９割

（ ５） ド ク タ ー エ ム ・ ス ワ ン デ ィ病 院

(RSUD.Dr.M.Soewandhie)　 ス ラ バ ヤ 市 立

の 病 院 で あ る 。「 優 秀 な 病 院 に な る 」 と い う

ミ ッ シ ョ ン を 掲 げ て い る。

Table  8　ドクターエム・ スワンディ病院の概要

設立年 1998年にPusk6｢nsから病院に移行

診療科 内科､yjヽ児科､産婦人科、丁術､循環器科､整形外科､性
病､洵祢科､精神科(外来のみ)、｢｣1腫蒔

ベッド数とｸﾗｽ 189床(うち８割が３纎室)、Ｂクラス

スタッフ 専門医(25)、看a齡巾(153)、助産師(37)、薬局拑勦や㈲絮

管理等(48)、事務員(66)
１日外来巒名教 約400人(多い時で卯O人衫完した日もあった)

平均在欽日数 3.5口間

貧困憊廣の割合 患名の6～7割
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待ち時間は、受付窓口でチケットを取 って

から、診察までに↓時間～ ２時間くらいかか

る。さらに、診察後、薬を受け取るまでに30

分くらい待つ。スラバヤ市にもう１ヶ所ある

市立病院が村人にとって交通が不便なところ

にあるため、当病院に来院する患者が多くなっ

ている。

貧困患者の受け入れでよく起きている問題

とそれへの対応として以下の点かおる。

①必要な書類(JAMKESMAS カード、身

分証明書のコピー、SKTM 等） を持参しな

い患者がいるため、村人に貧困者用の医療保

障を受けるのに必要な書類の情報を伝えるよ

うにしている。窓口に看板を置く、受付窓口

を一般患者やASKES 患者と分ける、保健局

からラジオや新聞を使って情報を伝える等の

対策をとっている。

②JAMKESMAS カードの不正使用があっ

た（年に２，３回）ため、必ず身分証明書と

照らし合わせて、確認するようにしている。

③経済的な能力 があるのに、SKTM を持

参する患者がいる。保健局から村長に対して、

本当に経済的な能力 のない者だけに書類を出

すように指導してもらっている。

④医療費を請求するためのコード番号を職

員がよく間違えるため、スタッフへの指導を

強化している。

⑤INA CBGs では、実際にかかった医療費

よりも、請求できる金額が低いことがある。

（６）バクティ・ダルマ・フサダ病院

(RS.Bhakti Dhama Husada) スラバヤ市

立 の 病 院で あ る。　病 院 のモ ット ーは、

Responsibility, Smile, Brilliant, Dynamic,
－　　　　　　 －　　 －　　　　 －

Humanity であり、その頭文字をつなぐと、
－

病 院名 に な る。

Table 9　 バ クテ ィ・ダルマ・フ サダ病 院の概要

設立年 20四年･
診療科 内科､小児科､産婦人科､家族計両､手術､歯科･小児歯

利一､眼科､耳鼻科､性病と皮墺科､神経科､腎1糺 整形外
科､精冲科

ペット数とｸﾗｽ 135床､Ｃクラス

スタッフ 一般医(14)、専門医(21)、歯相願師(2)、薬剤師(5)、看
護師(154)、助産師(24)、南科諱吐十(1)、T辯肘支工十

(1)、栄養士(4)等

総ｽﾀｯﾌ 数:590人(公務員213､契約職員377)

１日外夾皀者数 200～300人程度

平均佃院日数 ５日間

貧困患者の割合 患者の５割

待ち時間は、来院してから診察、薬を もら

い、会計するまでに最大２時間くらいである

（保健省から指導を受けている基準は、１時

間以内となっている）。

貧困患者の受け入れで、これまで問題とな

るようなことはなかった。

2-2. 2014 年のＵＣの実現に向けての準備状況

や意見

調査先病院のすべてで共通する回答として、

匚医療 サービ スの質の向上」 という課題と

匚2014年からの診療報酬の設定への関心」が

あげられていた。

（１）インドネシア赤十字病院　 ボゴール市

内の貧困者のうち８割が当病院を利用してい

る。　２年後は、100 ％になるか もしれない。

紹介状を出す必要のない患者には、時間の口

スと医療費の無駄が生じるため、紹介状を出

さないように、Puskesmas の医師にお願い

したい。

（２）西ロンボク県立病院　サービスの質を

向上させ、患者からの信頼度を高めることが

重要である。 日本の病院の視察をしたい。

（３）アルイルシャッド病院　医療の質を維

持できるような報酬設定を検討してほしい。

（４）ドクターエム・スワンディ病院　 制度

のスムースな実現には、導入後１，２年の時



安留：インドネシアの医療保障制度の現状と課題

間が必要だと思う。

（５）バクティ・ダルマ・フサダ病院　 スラ

バヤ市内の各病院、ASKES 、JAMSOSTEK 、

保健局でＵＣの実現に向けての会議をしてい

る。 2014年よりも先にスラバヤ市としてuc

を実現したかったが、財務の手続きが複雑で、

実現できなかった。現在は、中央政府の指示

と具体的な情報を待っている状態である。

3. Puskesmas1 担当者（医師）へのインタビュー

3-1. Puskesmas における保健医療サービス

提供の現状

Puskesmas の役割は、 大きく２つあり、

ひとつは 匚社会及び個人の健康作りの支援」、

もうひとつは、「第一次的な保健医療センター」

としての位置づけである。

Puskesmas の最低基準は、 日帰り医療、

助産師の配置、歯科治療、試験室の設備であ

る。病気の予防活動だけではなく、医師によ

る診察、治療、投薬も行う。ただし、詳細な

検査が必要な場合や重症患者でより高度な医

療が必要な場合は、病院への紹介状を出す。

尚、紹介状を出す割合は、調査先では、全外

来患者に対し１割～２割程度であった。また、

出産や入院のためのベッドを持ち、緊急の場

合は24時間体制でサービスを実施していた。

（１）ボゴール市・タナフサレアル保健所

(Puskesmas Tanah Sareal) 大口約9,500

人の村を担当している。 他のPuskesmas より

も設備が整っているため、他のPuskesmas か

ら紹介されてくる患者もいる。 JAMKESMAS

は 村 の住 民 で な くて も利 用 で き る が、

ＪＡＭＫＥＳＤＡは村の住民 だけが利用できる。

JAMKESMAS は、制度の理論上は全国どこ

のPuskesmas で も利用できるが、 住民登録
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してある村のPuskesmas を利用した方 が、

家庭訪問等のPuskesmas スタッフからのき

め細やかな保健指導を受けられるというメリッ

トがある。

Puskesmas の収入について　一般患者は、

基本診察料3,000ルピアに加え、検査費や治

療費を全額自己負担するために、それがすべ

てPuskesmas の収入になる。

貧困患者については、医療を提供した人数

（回数）を保健局に毎月請求する。保健局は、

患 者 の通所 １回 に つ き、3,000 ルピ ア を

Puskesmas に支払う。

ASKES 加入 者 は、 あ ら かじ め ど こ の

Puskesmas を利用するかを決めて登録して

おく。登録先は、住所から近いところが選ば

れることが多い。調査時現在、登録者は8,351

人である。　１人につき、 １ヶ月2,000 ルピア

（来所してもしなくても）をASKES が負担し、

保健局を経由してPuskesmas に支払 われる。

実際にその月に受診した人数により、保健局

が、 ボゴール市内の24 ヶ所のPuskesmas に

配分する。 他のPuskesmas に登録している

ASKES 加入者が来所した場合、１，２回はサー

ビスをするが、次回は登録しているPuskesmas

に行くように伝えるとともに、ASKES にも

報告する。

保健局からの収入 は、Puskesmas の利益

になるというよりは、運営費として使用して

いる。公務員としてのスタッフの給与は、地

方政府より支払われるため、利益を上げるこ

とを考えていない。貧困患者が、必要書類が

整っていない段階で来所した場合、保健局に

確認した上で、サービスを提供することもある。

その他、地方政府からの補助金があり、保
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健活動の他、経営管理費、薬代、設備費を賄っ

ている。

TablelO　タナフサレアル保健所の概要

診療科と設備 内科､小児科、倚科､産婦人科､救皀 試験室､レントゲン
室､月完室(ｎ床)

スタッフ う役医(8)は24時問刻弋勤務
･卜門医(2)は内科､ﾉ｣らび牛で２同／週勤鴟

産婦人科医口は１同／週勤務
歯科医郎j(2)

＊1 囗のうち口中4,5人､徇伺１人の医師を配置
石謨6怛8)、栄養士巾、環境衛生担当(1)、レントゲン技師

用、試験室(2)、薬局(2)、事務員(10)

１目外炎唇者数 240人(2011年後)
平均右院日数 1～2 門間

村人への保健指導について　Puskesmas

の施設内にとどまらず、スタッフが村に積極

的に出向き、健康促進、健康指導、予防活動

を行っている。全ての年齢を対象としている

が、５歳以下の乳幼児や妊産婦の栄養・健康

管理を行うposyandu  (ポシアンドウ）、壮年

期からの健康作り（45歳以上）に力を入 れて

いる。

また、患者の家庭訪問も実施し、家の清潔

さ、採光、通風、水質等を調査し、改善が必

要なところをアドバイスしている。訪問は、

看護師、栄養士、公衆衛生の専門家である環

境衛生担当者がチームを組んで行う。

村人の健康問題に関して、村長とPuskesmas

は協力関係にある。毎月１［可村長とPuskesmas

はミーティングを行い、村人に健康問題があ

る時は、村長からPuskesmas に連絡が入る。

村人への保健指導に関して、Puskesmas

の専門職だけではなく、保健ボランティアのカ

デルが協力している。カデルは、Puskesmas

から健康に関する研修を受けている。ひとつ

の区（村・集落のさらに下にある）に5 ～10

人程度のカデルかおり、月に１［司のposyandu

（ポシアンドウ）の手伝いを行う。

村人への保健活動の費用は、地方政府の補

助金の他、 村人 の協力 により行 っている。

Posyandu の活動費には、村人の助け合い の

募金も入っている。

（２）西ロンボク県・クディリ保健所

(Puskesmas Kediri) クディリ郡（10 村あ

る）を担当している。

他機関との連携について　 中学校・高等学

校や警察と連携して、若者に対する健康、薬

の役割や副作用等の教育、指導を行っている。

生徒が抱える健康上の悩みについて、 親や周

囲の大人には言えないが友達には言えるという

若者の性質を理解した上で、健康に関するリー

ダー役の生徒が悩みを抱える生徒の相談にの

るという方法をとっている。　リーダー役の生

徒 は、 中 学 校 、 高 校 の 教 諭 が 推 薦 し

Puskesmas のスタッフが指導している。

Tablel 1　クディリ保健所の概要

診療科と設備 内科､小児科､菌科､産婦人科､救こい陂験室､入院室

スタッフ スタッフ80人のうち54人が公務員
般医(2)、専門医①、歯科医(1)、歯科助手(1)、看京睇听

(10)、助産師(㈲
栄養士､環境衛牛担当､健康プロモーション担当、試験室、

薬局､事務貝等

１目外来嘶者鍛 80～100人
平均佰完口数 2～3日間

（３）東ロンボク アイックメル保健所

(Puskesmas Aik Mel Lombok Timur)

10村を担当（人口約42,671人）している。

東ロンボクの拠点Puskesmas となっており、

他所から紹介されて来所する人もいる。

入 院 時 、 一 般 患 者 の 中 に 他 人 の

JAMKESMAS カードを不正使用しようとす

る者がいるため、身分証明書か住民票を持参

するように指示している。医療費の請求作業

には、身分証明書（または住民票）が必要に

なる。

病気になったことにより、医療費が支払え

ないという一般患者は、SKTM がなくても、

集落長からの情報により、無料にしている



安留：インドネシアの医療保障制度の現状と課題

(2011年は支払えないヶ－スが５件あり）。ま

た、栄養不足の患者(2012 年１月は11人） も

無料としている。

Table12　東ロンボク アイックメル保健所の概要

診療科と設備 内科訓ら唇卜 歯科､産婦人科､救急､試験室、

入淀室(30床)

スタッフ スタッフ90人のうち39人が公務員
一般医(3)、歯科医(1)、晉ｷ都市(33)、助>M(14)、栄養十

(4)、環境衛生担当(5)等
１口外丸妣者数 90～110人
ず均佃炭日数 3～4日間

（４ ） タ ナ フ カ リ ク デ ィ ン デ ィ ン保 健 所

(Puskesmas Tanah Kalikedingding) 人 口

密 度 が 高 い 地 域 で あ り、 地 域 内 の 民 間 病 院 が

JAMKESMAS やJAMPERSAL の 協 力 病 院

と し て 契 約 し て い な い た め 、2013 年 市 立 病

院 に な る 予定 で あ る。 ひ とつ の 村 （12 集 落、

142 区 ） を 担 当 （ 人 口43,549 人 、10 代 後 半 か

ら20 代 が 一 番 多 い ） し て い る。 難 産 に も対 応

で き るPuskesmas で あ り 、 他 のPuskesmas

か ら 紹 介 さ れ て 来 所 す る 患 者 もい る。

Table13　タナフ カリクディンディン保健所の概要

診療科と設備 内科､産婦人科､ﾉ｣らび凪眼科､歯科､栄養不良対策施設､入

院宰(3床)、

救急､Pustu(保健所支y柿
スタッフ スタッフ56人中約半分が公務員

医師(8)、菌科医(3)、看護師(10)、助磑爪10)、栄養士(2)、
環境衛生担当山

試験室､朶局､予防樣痙担当､壙莇､資料保管管理､･｢肘陝･経
営コンサルタント､心理カウンセラー(郡内のPuskesmasを巡回

している)等
平均在院日数 ２日間

若 者 の 健 康 作 り につ い て　 性 や 健 康 問 題 に

関 心 の あ る 若 者 がPuskesmas で 研 修 を 受 け 、

得 た 知 識 を生 か し て、 村 の 若 者 や 友 人 に対 し

て 指 導 し た り 、 相 談 に の っ た り す る 匚Rumah

Remaja  ( 青 年 の 家 ）」 の 活 動 を 行 って い る。

ま た 、小 学 校 と の 関 わ り も深 く、Puskesmas

の 医 師 か ら の 指 導 を 受 け な が ら、 小 学 校 の 生

徒 自 ら が リ ー ダ ー と な って 、 学 校 内 の 美 化 活

動、健 康 推 進 活 動 を 行 う「Polisi Lingkungan

（環 境 ポ リ ス）」匚Dokter Kecil  (小 さな 医 師 ）」
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の活動も行っている。リーダーには、活動に

対する意欲があり、人物・成績共に優秀な生

徒を教諭が推薦する。　リーダーである子ども

たちへのインタビューでは、教諭からの信頼

を受け、推薦されることそのものが生徒にとっ

ての誇りであり、活動のさらなる意欲と自信

につながっている様子であった。 また、匚将

来 の夢」として、「Dokter Kecil 」 の生徒た

ちは「医師」 をあげ、Puskesmas の医師へ

の憧れの気持ちを話していた。

3-2. 2014 年のUC の実現に関する意見

（１）ボゴール市・タナフサレアル保健所

ＵＣが達成 されれば、大びとが病気になっ

ても医療費の心配なく安心できると思う。 囗

本の国民皆保険制度や保健活動にも関心があ

るので、研究者や保健医療の専門家と意見交

換したり、現場を視察したりしてみたい。

（２）西ロンボク県・クディリ保健所

一般患者がお金を持っていない場合等、

Puskesmas は対応に苦慮していたが、ＵＣが

実現されれば、そういう問題もなくなるだろ

う。医療サービスを無料で受けられる人のデー

タ、医療費の請求の方法等、中央政府に対策

を立ててもらいたい。

（３）東ロンボク県・アイックメル保健所

ＵＣの達成 は喜ばしいことであり、 期待し

たい。

（４）スラバヤ市・タナフ　カリクディンディ

ン保健所　 できるだけ多くの村人に対して、

税金で医療保障をしてほしい。住民登録・デー

タ管理が重要になると思う。情報技術で、各

保健医療機関のネットワークが構築できれば

よい。 Puskesmas の人材能力の向上が課題

である。
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考 察 と ま とめ

貧困者の医療保障について、制度としては

整っているものの、実際には、すべての貧困

者に対応しきれていなかった。 また、 同じ

匚貧困者」の医療であるのに、中央政府によ

る保障と地方政府による保障の２重構造になっ

ており、医療費の請求作業等が煩雑になって

いるように思われた。今後はこの貧困者の医

療保障をどのように整理していくかが課題と

なるだろう。

貧困者の特定について、基準があっても、

地方政府による貧困者の医療保障の対象は、

村長や集落長の「裁量」で決められていると

ころもあり、今後、貧困者のラインの設定が

課題となるだろう。つまり、どこまでを税金

で保障する医療の対象者とするか、どの層か

ら新たに保険料を徴収するかである。また、

保険料の基準の設定や保険料の徴収方法につ

いては制度の成功のためには重要であるが、

地方政府にまだその具体的な情報は伝えられ

ていなかった。その他、「SKTM 」の制度の

ように、病気に伴い支払い能力がなくなって

しまう人たちへの支援について、今後の新し

い医療制度の下でどのように位置づけるのか

も課題である。

JAMKESMAS カードと身分証明書の記載

内容が異なる等、貧困者のデータの取り方に

問題があり、匚住民管理の重要性」について

の認識が低いように思われた。この点は、新

たに保険料を徴収する際に、大きな課題とな

るだろう。集落長やカデル等、村人に近い存

在の人たちは村の人的資源として大きな存在

であるが、一方でこうした問題が生じること

を理解したうえで、データの収集方法やその

基準作りが必要であろう。

病院からは、診療報酬に関する現行制度へ

の不満と今後の報酬設定への期待が寄せられ

た。貧困者が差別されることがなく、また、

医療の質を保てる報酬設定が必要である。今

後は、日本の診療報酬の設定に関する研修や

病院の視察の機会の提供等の協力も考えられ

るだろう。視察の機会を設定する場合、日本

の先端医療の現場を見てもらうというよりは、

インドネシアの人たちにとって真に役立つ現

場を検討する必要がある。例えば、農村部や

離島部での医療体制、医療機関同士の連携が

うまくいっている地域等の事例が参考になる

のではないか。

保健医療サービスの提供では、村人に近い

Puskesmas が大きな役割を果たしていた。母

子の健康のためのposyandu では、Puskesmas

の専門職、保健ボランティアとしてのカデル、

村人リーダーが協力し合って、地域の健康づ

くりに貢献していた。 また、学校との関わり

や若者の性・健康問題に関して、生徒・若者

自身の力を引き出し、匚ピア相談」という形

で活用していた。　さらに、Puskesmas の医

師が、生徒や若者たちにとっての身近な大人

としての「良きモデル」の役割を担っていた。

専門職が施設内にとどまらず、積極的に集落

に出向いて行く姿勢、村人を巻き込んでの活

動等、むしろ日本がインドネシアに学ぶとこ

ろがあるのではないか。

ＵＣの実現に関しては、財源のみならず、

医療供給体制の整備が重要であるが、そうし

た認識が、 インタビューの中からはほとんど

感じられなかった。今回の調査地だけを見て
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も、医療資源の地域格差が大きく、医療保険

制度ができたとしても、例えば西ロンボク県・

束ロンボク県では、病院を選択する余地がな

いのが現状である。「保険あって医療なし」

にならないよう、医療の質はもとより、量の

確保も喫緊の課題である。

本稿では、紙面の限りもあり、村人の生活

や保健医療に関する意識について取り上げる

ことができなかったが、人びとの生活にかか

わる医療保障制度を検討するためには、制度

を実際に使う「村人の声」を反映させること

が重要であると考える。インドネシアの人び

とが知恵を出し合って作り上げてきた相互扶

助の仕組みの中に、地域保険成立の可能性を

探ることができるかもしれない。それらにつ

いては、別稿で論じることとしたい。
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JICA の皆様、調査 にご協力 いただいたインドネシア

の皆様に感謝申し上 げたい。 本稿は、 その調査結果

の一 部を もとにしているが、 本稿の内容の見解は、

すべて筆者個人 の責任に帰するもので、JICA のそれ

を 代表するものではないことをお断りする。

注 ）

１ ） 調 査 先 の 選 定 に 際 し 、 ＢＡＰＰＥＮＡＳ（Ｂａｄａｎ

Perencanaan Pembangunan National : イ ン ドネ

シ ア国 家 開発 企 画庁 ） の庁 長 の 助言 を 受 け た。

２） 日本 円 １ 円=  122.04イ ン ドネ シア ・ ルピ ア(2012

年 ２月 ）

3 ）「PT.ASKES 」 は、ASKES とJAMKESMAS の

実施 機 関 であ り、 イ ンド ネ シ ア の 国 有 企 業 と し て

運 営 さ れ て い る。［ＰＴ］ は、Perseroan Terbatas
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の略 で、「有 限会 社」を意 味する。尚、JAMSOSTEK

は 「ＰＴ.ＪＡＭＳＯＳＴＥＫ」 が 、ＡＳＡＢＲＩは国 防 省 が

実 施 機 関 と な って い る。

４） 実 際 に は、 貧 困 状 態 か ら 抜 け 出 す こと が で き な

い 者 が ほ とん ど で あ り 、 一 度JAMKESMAS の 対

象 とな ると 、一 生 、亡 く な る まで 、JAMKESMAS

で 保 障 さ れ る こ と に な る。 デ ー タ を 取 っ た 時 に 生

ま れて い な か っ た子 ど も は、 ２歳 に な る ま で は 親

の カ ー ド を使 え る が、 次 の デ ー タ 更 新 ま で 、 そ の

子 ど も はJAMKESMAS に認 定 さ れ な い た め、 両

親 はJAMKESMAS な の に、 子 ど も は そ の 対 象 と

な って い な い と い う家 族 も あ り う る （束 ロ ンボ ク

ア イ ッ クメ ル保 健 所長 の イ ンタ ビ ュ ーよ り）。

5)  JAMKESDA 対 象者 に カ ー ド が 交 付 さ れ て い な

い の は 、JAMKESMAS で 保 障 さ れ て い な い 貧 困

者 の デ ー タを 集 め た ば か り で あ り、 準 備 中 の た め

で あ る。 西 ジ ャワ 州 政 府 か ら 発 行 さ れ る 予 定 で あ

る が、 規 則 の変 更 が 必 要 で 、 調 査 時 （2012 年 ２月

17 日） 現 在、 議 会 で審 議 中 で あ る。

6)  SKTM と は、 医 療 費 や 教 育 費 の 支 払 い 能 力 が な

い 等、 社 会 的 な 弱 者 で あ る こ と を 村 長 が 証 明 す る

書 類 で あ る。 何 の 目的 で 使 う か が記 入 さ れ てい る。

例え ば 、「○ ○ の治 療 費 の 支 払い 能 力 が な い」 等 で

あ る。

７） ＤＵＫＵＮ と は、 お ま じ な い、 薬 草 、 マ ッ サー ジ

等 に よ る伝 統 的 な治 療 を行 う者 、 ま た は 、 助 産 師

の資 格 の な いお 産 婆 の こ とを 指 す。

８） ここ で い う 「JAMKESDA の対 象 者 」 の 中 に は、

（ 貧 困 者 で は な い ） イ ス ラ ム教 の 指 導 者 、 カ デ ル

(Kader) 、 公 務 員 で は な い 村 役 場 の 職 員 、 集 落 長

等 は入 っ て い ない 。 貧 困 者 の み、 匚医 療 費 の支 払 い

能 力 が な い］ こ と を 証 明 さ れ、 集 落 長 か ら推 薦 を

受 ける 必 要 かお る。

９） コ ミュニ ティ ・エ ンパワ メント 局 （ＢＡＰＥＭ ＡＳ）

は、 貧 困 者 に 対 し て、 技 能 研 修 を 行 っ て い る。 研

修 内容 は、 男 性 は車 の 運 転、 溶 接 、 電 気 製 品 の 修

理 等、 女 性 は、 ケ ー キ 作 り 、 ハ ン ド クラ フ ト等 で

あ る。

10） ＩＮＤＩＫＡＴＯＲ　PENDATAAN　KELUARGA

MISKIN BAPEMAS Kota Surabaya (2008)

11）「一統 鬯者」 とは、貧 困者 医療(JAMKESMAS ・

JAMKESDA 等 ） の対 象者 で は な く、 公 的 ・ 民 間
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医 療 保険 に も加入 して い な い者 の こ とを 指 す 。

12 ） Ａ クラ スの 病 院 は 、 ジ ャカ ル タ、 ス ラ バ ヤ、 メ

ダ ン、 マカ ッサ ル の ４ ヶ所 にあ る 。

13 ） 契 約 す る病 院 の基 準 は、 保 健局 に 登録 し て お り

（ 登 録 番 号 を 持 って い る ）、 ３ 級 室 か お る こ と で あ

る 。 中 央 及 び地 方 政 府 に協 力 す る意 志 のあ る病 院

で 、 クラ スは 関 係 な い （ ス ラ バ ヤ市 、 ド ク タ ーエ

ム ・ ス ワ ンデ ィ 市 立 病 院看 護 サ ー ビ ス課 長 へ の イ

ンタ ビ ュ ーよ り ）。 病 院数 の 地 域 ご と のば ら つ き の

調 整 や 新 し い 病 院 の 設 立 許 可 につ い ては 、 保 健 局

を 経 由 し て、 州 が 許可 を 出 す。 設 立場 所 の 関 係 で、

新 規 設 立 が 認 め ら れ な い 場 合 もあ る （ ス ラ バ ヤ 市

ＢＡＰＰＥＫＯ社会 福 祉 部長 へ の イ ンタ ビ ュ ーよ り）。

14 ）一 般患 者 も紹 介状 は 不 要 であ る 。

15 ） 病 院 が 診 療 報 酬 を 決 めて 、 市 や県 の政 府 に 承 認

し て も らう 形式 であ る 。

16 ） ジ ャ カル タ と ス ラバ ヤ で も報 酬 が 異 な ると い う。
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Current Status and Issues of the ]Medical Security System in

Indonesia

:Based ｏｎ surveys conducted in Bogor, Lombok and Surabaya

Takako Yasutome

Abstract

Indonesia's medical security system is currently ｎ０１ adequately organised to cover the entire nation.

However,  based on Law Ｎ０. 40 for the National Social Security System of 2004, the goal is to implement

ａ medical security system targeting all citizens, beginning in 2014.

This paper aims to understand the health care service providers and institutional aspects of Indonesia's

current medical security system as well as identify the challenges the country faces as it nears the

implementation of health care reform in 2014.

The regions chosen ｎ)r this study include Bogor, located on the outskirts of the capital, Jakarta; the rural

provinces of West Lombok and East Lombok and Surabaya, the second largest city after Jakarta. We

conducted interviews with individuals such as government officials from the Department of Health and

doctors in hospitals and pushes・ 心(health centres).

The results revealed short-term challenges. One is inadequacy of  population management1,

which is important with regard to collecting- new insurance premiums. Another is the

determination of medical fees. For ａ national medical security system encompassing the

entire population to succeed, the medical treatment and delivery system must be developed

and maintained. Furthermore,  the financial resources to do so must be established.

However,  huge disparities in medical resources ｅχist among the studied regions. In the rural

provinces of Lombok, there are very few hospitals. To avoid a situation of 'medical

insurance but no medical facilities', the Indonesian system must urgently address the

supply of medical services as well as the quality of medical care.

Key words : Indonesia, medical security system, health care service
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